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【問い合わせ先】

（所属）自動車監査指導部

（担当）大江、加島、桒原、牧野

（電話）０６－６９４９－６４４８
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令和４年７月１５日

令和３年度

自動車運送事業者に対する監査と処分結果

近畿運輸局自動車監査指導部では、輸送の安全の確保が最も重要であると

いう基本認識の下、自動車運送事業の適正な運営を図るため、輸送の安全確

保に支障を及ぼすおそれのある重大な法令違反の疑いのある事業者を優先的

に監査対象とするなど、事故の未然防止及び法令遵守の徹底を図ることを目

的とした効果的な監査、及び監査の結果判明した法令違反に対する行政処分、

並びに法令遵守意識の醸成のための呼出指導を実施しています。

この度、令和３年度における監査及び行政処分等の結果について、取りま

とめができましたのでお知らせします。

【配付資料】

（別 添） 用語の定義等

（資料１） 令和３年度 監査等の概要

（資料２） 令和３年度 行政処分等の概要

配布先 青灯クラブ

陸運記者会



（別 添）【用語の定義等】

１．監査の種類

①特別監査 引き起こした事故又は疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が

必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査

②一般監査 特別監査に該当しないものであって、監査の端緒に応じた重点事項を定め

て法令遵守を確認する監査

③街頭監査 事業用自動車の運行実態等を確認するため、街頭において事業者を特定せ

ずに実施する監査

２．監査の種別

①臨店による監査 事業者の営業所等に立ち入って実施するもの（原則、無通告）

②呼出による監査 事業者の代表者又は運行管理者等の責任者を運輸局又は運輸支局等

へ呼び出して実施するもの

３．関係機関からの通報

①公安委員会 各府県の公安委員会から、道路交通法第２２条の２第２項の規定による

協議、同法第７５条第３項の規定による意見聴取、同法第１０８条の３

４の規定による通知

②労働局 各府県の労働局から、自動車運転者の労働条件改善のための相互通報制度に

基づく通知

４．適正化機関

①地方貨物自動車運送適正化事業実施機関

輸送の安全を阻害する行為の防止その他貨物自動車運送事業法等の遵守に関し、

トラック事業者に対する指導等を行う機関として、同法第３８条の規定により指定

された各府県のトラック協会

②旅客自動車運送適正化事業実施機関

輸送の安全を阻害する行為の防止その他道路運送法等の遵守に関し、旅客自動車

運送事者に対する指導等を行う機関として、道路運送法第４３条の２の規定により

指定することが出来るとされており、貸切バスに関しては、「一般財団法人近畿貸

切バス適正化センター」が指定を受けた。

５．行政処分等の種類

軽微なものから順に、自動車その他の輸送施設の使用の停止処分、事業の停止処分、

許可の取消処分を行政処分という。また、行政処分に至らないもので軽微なものから

順に、勧告、警告があり、これらを含めて行政処分等という。

６．監査件数と行政処分等の件数

令和３年度における行政処分等の件数については、当該年度以前に実施した監査に

係るものを含むこと、また行政処分等に至らない案件もあるため、当該年度の監査件

数とは一致しない。



（資料１）

１．監査等の実施状況

※1

※2

２．監査の主な端緒別件数（呼出指導を除く。）

死亡事故（第１当）

悪質違反

関係機関からの通報

労基通報

最高速度違反

駐停車違反

その他

法令違反の疑い

適正化機関からの情報

利用者等からの情報

その他

　巡回指導拒否

新規許可・事業規模拡大

長期監査未実施

フォローアップ

街頭監査

その他

0 16

1 13 0 14

8 9 14 31

0 0 0 0

0

1

9

0

1

11

0

0

1

4 119

45 23 107 175

447 8 0 455

0 0

15 22

0 41 421

1 6

254

1 5 31 37

0 21

55 72

0 0 41 41

監査種別

バス タクシー トラック 合計端緒

計

0 63 118 628

943 1,895

447

8

0

455

平成20年度から実施している各府県の労働局との合同監査については、令和３年度におい
ても、バス１件・タクシー１件・トラック１９件の計２１件実施した。

（臨店）

337

398 651

0 23 71

2 123 128 253

628 71

事業種別

0

0

1

8 9

9 7

115 0

0 0

253 952合　　計

街頭監査
(台数)

2 226 269 952

279 907

266

（酒気帯び・無免許・救護義務違反等）

呼出指導 合計
（監査・指導）

バ　ス

タクシー

トラック

特別監査 一般監査

（呼出）

監　　　　査

小計

管内の各所（大阪城公園、平城京跡、姫路城、八幡堀、嵐山、那智山等）にて３４回、貸切バ
ス車両を対象にした街頭監査を実施した。また、タクシーにあっては、大阪キタ周辺にて１回
実施した。
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※2※1



監査の端緒
（資料１）

死亡事故（第１当）0.2%
悪質違反 0.2%

関係機関からの

通報 0.2%
法令違反の疑い 1.3%

新規許可・事業規模拡大 1.4%

長期監査未実施 0.2%

フォローアップ 7.2%

街頭監査

71.2%

その他 18.3%

バス628件

死亡事故（第１当） 0.0%
悪質違反8.5%

関係機関からの

通報7.0%

法令違反の疑

い12.7%

新規許可

・事業規模拡大9.9%
長期監査未実施 18.3%

フォローアップ32.4%

街頭監査

11.3%

その他0.0%
タクシー71件

死亡事故（第１当）16.2%

悪質違反5.9%

関係機関から

の通報12.3%

法令違反の疑い21.7%

巡回指導拒否0.0%

長期監査未実施0.0%

フォローアップ42.3%

その他1.6%
トラック253件



（資料２）

１．行政処分等の状況

※ 上記以外に、
①

②

２．行政処分等にかかる主な違反内容

事業計画等

事業計画・掲示等 　 　
名義貸し 　 　
運送引受書 　 　
雇用関係 　 　

過労防止等

乗務時間等 　 　
健康管理 　 　
点呼 　 　
乗務記録等 　 　
運行指示書 　 　
乗務員台帳 　 　

教育等

指導教育 　 　
適性診断 　 　

警察通報

最高速度違反 　 　
駐停車違反等 　 　
過積載違反 　 　

運行管理者（届出・講習等）

点検等

点検整備関係 　 　 　
整備管理者（届出・研修） 　 　 　

その他

※

貸切バス事業者に対する監査・通報制度により、行政処分の結果、下限割れ運賃等に旅
行業者の関与が疑われる際に観光庁へ行う通報はなかった。

92

バ　ス

タクシー

トラック

計

事業種別

0 5 102 36

0 0

－
処分等件数 0 5

処分等件数 39
処分延日車数 － 0 1,113 －
処分等件数

処分延日車数 － 1,551

12

6,515

34

許可取消 事業停止 車両の使用停止

処分延日車数 － 0 390 －

警告
処分等件数

処分延日車数

処分等件数 0 0

処分の内容

6

120 109

違反内容

　

処分延日車数 － 1,551 8,018

84
1
0
00 0

－

バス

運行管理者としての業務を誠実に実施せず、又は、その名義を使用させていた場合等に
発令する運行管理者資格者証の返納命令について、タクシー事業者１者、トラック事業
者４者に対し行った。

タクシー トラック 合計

11

15 4
4

6
2

4
495 42

0

9484

85 104

40 37 549 626

4
0
11

0
0

1

　

　

　

　

10 7 24 41

0 22 21 43
0 0

5 2 22 29

40

10 8

3 6 31

一つの処分等に関し、複数の違反内容があるため、処分等の件数と違反内容の件数は一致
しない。

合　　計

2 4 23 29
92 108 892 1,092

33

62 80
5 6 40 51

0 30 24 54
0 8 0 8

3 3

12 12 94 118

10
11
8

151
41
62

15 18 125 158
3

22910
11
0
7 52

209
129

運賃違反３件含む（区域外運送は０件）



処分等の違反内容
（資料２）

事業計画等16.3%

過労防止等43.5%
教育等16.3%

運行管理者10.9%

点検等10.9%

その他2.2%
バス92件

事業計画等3.7%

過労防止等34.3%

教育等16.7%
警察通報27.8%

運行管理者6.5%

点検等7.4%

その他3.7%
タクシー108件

事業計画等9.5%

過労防止等61.5%
教育等14.0%

警察通報2.7%

運行管理者2.7%

点検等7.0%
その他2.6% トラック892件


